


点検商法
点検し、危険！と不安をあおって契約を急がせる

・点検商法業者は、それらしい制
　服等を着て、水道局や保健所・消
　防といった行政機関から来た。ま
　たは、有名な店舗等の名前を出し
　たり、言葉巧みに住人を信用させ
　ます。

・行政機関では、水質検査等で各
　家庭に訪問する事はありません
　ので、おかしいな？と思うとき
　は、役所等へ連絡して確認して
　ください。

・点検商法は事例で紹介してい
　る以外にも下水道管・床下・
　ふとん・電化製品・消火器な
　ど、最近では火災報知機に至
　る多種にわたって相談や報告
　がされています。

・悪質商法業者は特に高齢者や
　認知症の方を対象にし、極め
　て悪質なケースでは、次々と
　言葉巧みに商品を売りつけ、
　勝手に契約やローンの書類を
　作成していたとうことも･･･



点検商法
点検し、危険！と不安をあおって契約を急がせる

・点検商法は事例で紹介した以外に
　も下水道管・床下・リフォームと
　いった住宅に係わるものもありま
　す。リフォームや床下工事につい
　て、大体の事例では、必要の無い
　工事等を行い、標準価格の数倍～
　数十倍の請求がされ、工事自体
　も手抜き工事がされているよう
　です。

・美唄市においても、事例があり
　ますので、必要でないと思うと
　きはきっちりと断る。
　必要と思っても、一人で決める
　のではなく、家族や知友人など
　に相談してみましょう。



・子育ての合間に
　家計を助けるた
　め内職を行う主
　婦の方が多く見
　かけられますが
　思わぬ所に落と
　し穴も・・・

・内職は安心・信
　用できるものを
　選択し、一人で
　で決めないで家
　族・知友人に相
　談しましょう。



・催眠商法は、羽根布団の他に
　健康食品や健康機器等もあり
　ます。
　美唄でも実際に行われ被害が
　出ています。

・「ただほど怖いものない」の
　言葉どおり、気がつけば、い
　らない物を標準価格の何倍の
　値段で買ってしまったという
　事も・・・
（調査結果では定価の１０倍～１５０倍の
値段を付けて販売しています）

・町で見かけても絶対
　にもらわない・近寄
　らない・付いていか
　ないでください！

・場合によっては、何
　人にも囲まれ、強引
　に契約させられたケ
　ースも存在します。

・一度契約してしまうと、営業
　マン・悪徳業者間で情報がや
　り取りされ、次々と訪問販売
　がきて、契約させられるとい
　った事例も・・・



・美唄でも、CDやビデオ全集等といった相談事例があります。
　また、商品は本やCD・ビデオとも限りません。健康食品や健康機
　器などもあります。



・口頭でも契約は成立ししま
　います。
　「結構です」「はいはい」
　は禁句！あいまいな返事は
　せず。契約の意思がないな
　らハッキリ「ＮＯ!」と断り
　ましょう。

・相手はセールスのプロ、巧
　みな話術に乗せられないで



・美唄でも相談事例があります。
　他にもエステや海外宝くじ当選通知という事例も･･･
　

その他の悪徳商法
悪徳業者はあなたのお金を狙っています。



・美唄においても布団や
　化粧品といった訪問販
　売での相談・苦情が数
　多く寄せられており、
　中には悪質なケースも
　あります。

・悪質なケースとして
「トイレを貸してほし
　い」と言って、家にあ
　がり込んで、法外な値
　段で品物を売りつけた
　ケースも存在します。

・特に、高齢者を狙っ
　て契約するまで帰ら
　ない、俗に言う”押
　し売り”が多く発生
　しており注意が必要
　です。

・一番の対処法は、
　『家に入れない！』
　ことです

・現在、ネット販売の他に、インターネットオークションが流行していますが、
　出品者と落札者間でのトラブルが多く発生しています。
・インターネットは相手が見えない分注意が必要です。また、場合によっては
　個人情報が流失する可能性もありますのでセキュリティーはしっかりと！



展示会商法 　着物や絵画等の展示会と称して人を集め、見に来た人を事務所等に連れて行き、高額な商品を契
約させる商法。複数の販売員が長時間に及ぶ執拗な勧誘を行う等の問題がある。

無料商法
　無料体験，無料キャンペーン，無料招待などを広告する又は、無料で役務を実施することにより
客を集め，高額な商品やサービスを契約させる商法。長時間に及ぶ強引な説得がなされる等の問題
がある。

セミナー商法
「自己啓発セミナー」を受講させ、マインドコントロールし、その組織に都合の良い人格に改造す
る。宗教団体が勧誘の窓口で開いているものが多く、また、高額な受講料を取る割には、内容のな
いものもある。更には、安易な自己解放は自殺や躁うつ病につながる恐れもあり危険。

資格(士)商法
　国家資格に認定されているとか、受講するだけで簡単に資格が取れるなどと電話で勧誘し、講座
の高額な教材を契約させる商法。また、契約をしたが、途中で辞めた人に対し、資格取得までは辞
められないのでもう一度受講料を払えや名簿抹消のために手数料を支払え等の２次被害もある。

霊感商法
　心や体の悩みのある人に原因は霊的なものであると言い、祈祷料や鑑定料の名目でお金を取り、
さらには、高額な壷などを買わせる商法。被害者の信仰心や恐怖心を利用したもっとも悪質なもの
のひとつ。本人も信じきってしまい、更に被害額が増加する恐れがあります。

モニター商法
　着物や布団を購入し、モニター会員になれば、購入費用以上のモニター料を支払うと言って相手
をだますもの。クレジット契約を被害者に締結させ、業者はクレジット会社より代金を受け取り、
モニター料は支払わない。商品を購入した被害者にローンだけが残るというもの。

先物取引商法
　金・大豆・コーヒーなどの海外の商品市場の先物取引きに「絶対に儲かる」等と高配当を詠って
誘い込み、金銭をだまし取る商法。先物取引は変動が激しく知識のない素人が出来るものではな
い。また、被害者がお金を業者に渡した後、その業者との連絡が取れなくなることが多い。

原野商法 　「将来値上がり確実」等と偽り価値のない山林や原野などを、時価の何倍もの値段で売りつける
商法。実際にはその土地自体、国有林や他人名義の土地だったりすることが多い。

・マルチ商法は禁止ではありませんが、特定商取引法では、様々な規制があり抵触
　すると一般会員でも処罰の対象になりますので注意してください。
・成功例は本当に信用できるものとは限りません。消費者をだますための作り話で
　あることがほとんどです。



悪徳商法に巻き込まれないために
・訪問販売が来ても、疑いも無く、ドアを開けないで！
　見知らぬ人が訪問してきたら、ドアを開ける前に必ず「何処の誰か」
　「何のために来たのか」を必ず確認しましょう。制服や言葉づかい
　に惑わされないで

・その場では契約は絶対にしない！契約を急がせる業者は要注意！
　契約する前に、まず十分に考えましょう！
　また、一人で決めずに家族・親戚・知友人へ相談を！

・曖昧な返事は危険！契約の意志がないならはっきりと断りま
　しょう！

・悪徳業者に遠慮は禁物！迷ったなら「ノー」と断る勇気を！
　また、日頃から納得したものだけ購入または契約をする習慣を！

・街頭や空き店舗で「無料プレゼント」の業者は催眠商法の
　疑いあり！
　見かけても、行かない！もらわない！ついて行かない！

・甘い誘い、優しい言葉には一歩引いて！

・あり得ないうますぎる話には落とし穴が・・・。

・キャンペーン中、今だけ、ここだけ、あなただけと言った言
　葉には十分注意を！

・インターネット販売・オークションは便利ですが、利用に当
　たっては、個人情報漏洩・詐欺に十分に注意を！

・悪徳業者は特にお年寄り・若年層を狙っています！
　家族・ご近所で生活の様子の変化には気をつけて！



①

②

③

③

訪問販売などで契約した場合でもクーリング・オフが出来ない場合

指定消耗品（健康食品や化粧品など）を使用してしまった場合

３，０００円未満の商品を現金で購入した場合

乗用自動車

法律でクーリング・オフ対象と定められていない商品・役務・権利

　　困ったときは、迷わず消費者相談関係機関へ

　美唄消費者協会　６２－３１３１（内線３１１０）
　　　　　　　　　６２－４５００（直通）
　　　　　　　　（10：00～15：00）【水・土日・祝日休み】

　北海道立消費生活センター
　　　　　　　　　（相談専用電話）050-7505-0999
　　　　　　　　　（相談受付）　　平日　9：00～16：30
　


